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委託業務仕様書（案） 

 

１．業務の名称 

令和８年度和歌山県関係人口創出・拡大モデル事業 

 

２．業務の目的 

和歌山県では、令和８年１月に関係人口創出 WEBプラットフォーム「わかやま FUNBASE」

（https://wakayamafunbase.com/）の運用を開始し、県内で地域づくりに取り組む魅力

的な人や団体（以下、「地域の人・団体」という。）の情報を発信するとともに、地域の

活性化や地域活動に関わりを持ちたいと考える方と地域の人・団体が繋がる（マッチン

グ）機会を提供することで、関係人口の創出と継続的な交流による関係の深化を目指し

ている。 

本業務は、地域の人・団体が関係人口を呼び込み、継続的な関係を構築する上で参考

となるモデル事業を実施することにより、県内における関係人口創出・拡大に向けた取

組の促進を図るために実施する。 

 ※わかやま FUNBASEの現在の利用状況については別紙のとおり。 

 

３．委託期間 

契約締結日から令和９年３月１５日まで 

 

４．業務の内容 

次の各号に掲げる業務を行う。 

（１）提案するテーマ区分に応じて業務目的に資する企画を提案し、実施すること。 

想定している事業の実施例は、次のとおりであるが、本業務の目的に沿うもので

あれば、この限りでない。 

 

【テーマ区分】 

ア 二地域居住等促進による地域の活性化  

イ 国内に長期滞在可能な外国人と地域との交流による地域の活性化 

ウ 自由テーマ 

 

【想定する事業例】 

※①は、テーマ区分ア（二地域居住等促進による地域の活性化）の事業の例、 

②は、テーマ区分イ（国内に長期滞在可能な外国人と地域との交流による地域の活

性化）の事業の例、③～⑤は、テーマ区分ウ（自由テーマ）の事業の例である。 

 

https://wakayamafunbase.com/


2 

 

  ①二地域居住者を呼び込むためのワークショップやフィールドワーク等の実施 

地域と深く関わる「関係人口」としての二地域居住者が、将来的に地域づくりの

担い手となることが期待されており、検討者のニーズと地域資源をマッチングさせ

るため、以下のような事業を想定している。 

二地域居住検討者のニーズ把握に向けたワークショップ、空き家等の地域資源

を案内するフィールドワークとその活用を二地域居住検討者とともに考えるワー

クショップ、コーディネーター等二地域居住者の受入に向けた体制づくり、二地域

居住者が地域に根付くための滞在・交流機会を創出するイベントの開催など。 

 

  ②長期滞在可能な外国人を呼び込むための地域での生活体験プログラム等の実施 

デジタルノマド・ビザの導入など外国人の長期滞在に向けた環境が整いつつあり、

地域住民等との交流を通じた継続的な関係構築や、地域の賑わい創出が期待されて

いることから、以下のような事業を想定している。 

外国人の受け入れに対する地域の不安解消や受入機運を醸成するための研修会、

実際の受入に向けた地域の体制づくり、生活体験プログラムの実施や地域との交流

機会を提供するためのプログラムの実施（ただし、専ら観光を目的とするプログラ

ムではなく、地域での暮らしを体験し、繰り返しの訪問や中長期の滞在につながる

と思われる内容に限る）など。 

なお、長期滞在可能な外国人は、日本にすでに滞在中の方も含みます。 

 

③関係人口の興味又は関心に沿ったワークショップその他のイベント等の開催 

   本県の関係人口になりうる者を対象に、地域課題の解決型ワークショップ、地域

の産業や伝統文化に触れることのできる体験、地域の人・団体によるトークイベン

トや交流会等の地域内外の人々が参加できる企画を通じて、関係人口を創出・拡大

するためのイベントの開催など。 

 

  ④地域外から人を呼び込むための地域プログラムを立案する研修会等の開催 

   関係人口と連携した地域づくりを実践したい地域の人・団体に対して、地域プロ

グラムの企画立案、受入れノウハウ等を学ぶ研修会の開催など。 

 

  ⑤関係人口と地域のマッチング支援 

   地域と関わりたい関係人口及び地域外の人材を受け入れたい地域の人・団体の双

方を掘り起こし、両者のニーズを踏まえてマッチング支援や伴走支援をする取組な

ど。 
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（２）効果検証 

（１）で実施したイベント等に参加した地域内外の人々や地域の人・団体等にア

ンケートやヒアリング調査を実施するなどにより、実施事業の効果を検証、評価す

る。 

 なお、効果の検証にあたっては、（１）の事業実施前に、目標値を予め設定するこ

とし、目標値の設定にあたっては、わかやま FUNBASEの利活用に係る目標値を一つ

以上設定すること。 

【わかやま FUNBASEの利活用に係る目標値の例】 

・サポーター登録数：３０者以上 

・活動レポート掲載数：１０件以上 

・地域の人・団体掲載数：１０者以上 

・プロジェクト掲載数：１０件以上 

・参加者のレビュー投稿数：２０件以上 

（３）成果報告（事例発表会における発表） 

（２）で検証した内容を踏まえ、県内の他の地域の人・団体に事例の普及、展開

ができるよう、県が別途開催する事例発表会において、プレゼンテーションによる

事業実施成果の報告を行うこと。 

事例発表会の開催日時等は採択事業者決定後、調整するものとするが、３月上旬

の開催を想定している。 

 

５．企画立案に係る留意事項 

４（１）に定める企画の立案にあたっては、次の点に留意すること。 

（１）対象者等の設定 

  ①関係人口としての対象者（ターゲット層）及び定員（規模）を具体的に設定する

こと。その際、４（２）の目標達成に向けた実現可能な内容とすること。 

  ②４（１）のプログラム実施において、参加者（サポーター）を募集する場合にあ

っては、わかやま FUNBASEのプロジェクトとして掲載するなど、わかやま FUNBASE

を積極的に活用すること。ただし、長期滞在可能な外国人を参加者として募集す

る場合はこの限りではない。 

③その他対象者に応じた効果的なアプローチ方法、手法を実施すること。 

（２）継続性、モデル性 

本事業終了後においても、地域の人・団体が主体となって、関係人口の創出、関

係の継続・発展を図ること。また、他の地域や団体等の参考となり、横展開が期待

できるものとすること。 
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（３）イベント等の実施 

  ①イベント等の実施スケジュールや日程及び時間帯については参加者のニーズや

繁閑期等を考慮し、県と協議の上、決定するものとする。 

  ②イベント等の実施にあたり、参加者にかかる傷害保険料等を支払うこと。 

  ③イベント等の実施に必要な場合は、司会や講師、通訳等と日程や内容に関する調

整をするとともに、必要経費を支払うこと。また、必要な備品・消耗品の手配等、

運営に向けた準備を行うこと。 

 

６．事業実施に係る経費について 

事業実施に係る経費については、次のとおり。 

なお、対象外の経費使用や調達物品の未使用及び事業期間外の費用計上等、不適切

な執行があった場合には、委託金額の減額を行う可能性がある。 

（１）対象となる経費 

・企画立案・受け入れ準備に要する経費 

・外部人材招聘に係る経費 

・その他事業実施に係る経費（広報費、謝金、交通費（事業の運営に係るもの）、会

場借上料、車の借上料、事業の実施に必要な施設費・備品費・原材料費等） 

（２）対象外となる経費 

・特定の個人に対する給付経費及びそれに類するもの（イベント等の参加者に対す

る交通費（会場までの交通費等）、宿泊費、体験費、飲食費等） 

・事業の実施以外の利用が主となる施設整備費、備品費、原材料費等 

・その他事業を実施する上で適当でないと考えられる経費 

 

７．実績報告書の提出 

すべての業務終了後、実績報告書を電子媒体にてすみやかに県に提出すること。 

 

８．再委託 

本業務の実施にあたり、再委託が必要となる場合は、事前に県の承認を得ること。 

 

９．その他 

（１）業務の履行にあたっては、業務内容を十分に理解し、業務の進捗状況等、随時県

に報告するとともに、適宜行う業務に関する打ち合わせにより協議、調整を行うこ

と。 

（２）業務の目的を達成するため、県が実施する他の関係人口創出関連事業及び委託事

業者と連携を図ることで、相乗効果を上げること。 
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（３）本業務の実施にあたって取得した物品のうち、取得価格が１０万円以上の物品に

ついては、県に帰属するものとし、本業務終了後に引き渡すこと。 

（４）本業務における成果品は全て和歌山県に帰属するものとする。 

（５）個人情報等の管理にあたっては、適切な情報セキュリティ・ポリシー及び情報管

理体制を整備し、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）、和歌山

県個人情報の保護に関する法律施行条例（令和 4 年 10 月 5 日条例第 38 号）、和歌

山県情報セキュリティポリシーのほか、関係法令等を遵守すること。また、業務に

関して知り得た個人情報の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはなら

ない。これらのことは本契約終了後においても同様とする。 

（６）特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づき保護される

第三者の権利の対象となっているものを使用するときは、受託者がその使用に関す

る一切の責任を負うこと。 

（７）本業務は、国費を用いて執行する予定であり、事業完了後５年間は事業に係る帳

簿等を保管し、和歌山県や会計検査院の検査に協力すること。 

（８）本仕様書に記載されていない事項及び疑義が生じた場合は、県と協議の上、決定

すること。 



別紙 

わかやま FUNBASEの利用状況（令和８年７月６日現在） 

 

（１）サポーター登録数 ２３９名 

 

 ＜属性内訳＞  

●年代別  

２０代以下：７２名 

３０代：２９名 

４０代：３２名 

５０代：６８名 

６０代：３０名 

７０代：８名 

 

●居住地別  

関東：６４名（うち東京：３５名） 

中部：１０名 

近畿：１６０名（うち和歌山県：８０ 名） 

中国：２名 

九州・沖縄：３名 

 

（２）「地域の人・団体」登録数 ５２者 

 

（３）プロジェクト掲載数 ２９件 

 

（４）活動レポート掲載数 ７件 

 

（５）参加者のレビュー投稿数 １件 


